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情報通信審議会議事規則第 5 条及び接続に関する議事手続規則第 2 条の規定により、平成 17
年 2月 25日付情審通第 26号で公告された接続約款案について、別紙の通り意見を提出します。 
 

 
 
 



別紙 
 
 
今回の接続約款変更案（平成 16年度接続料に係る見込み通信量等による精算）は、平成 15年

4月 11日付総務省令（接続料規則）改正および同年 4月 22日付 NTT東西接続約款変更認可によ
り実施が規定されております。しかしながら、私共としては、このような事後精算制度自体が、

公正な競争を促進し利用者利便を向上させる接続ルールの趣旨に反すると共に、電気通信事業法

にも違反するものと考えております。したがって本変更案につきましても、同様に許容できるも

のではないと考えます。 
 
 
＜接続ルールの趣旨に反する問題点＞ 
① トラヒックが増加傾向であった際には実施されず、トラヒックが減少傾向に転じた際に
実施されるという著しくバランスを欠いた措置であること 
② 接続事業者は他社のトラヒック動向により精算金額が変動することで業績が左右され、
事業計画が立てられないこと 

 
＜事業法に違反する問題点＞ 
① 事業法の委任がないこと 
② 接続料を低廉化するとともに NTT 東西の経営効率化を促すという長期増分費用方式導
入の趣旨に反すること 
③ フォワードルッキングコストを算定する長期増分費用方式の趣旨に反すること 
④ 事後精算の方法が、公正妥当な接続料を求める事業法の規定に違反すること 

 
 

以上 
 
 

 1


